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◎倉庫業の申請について、次のとおり変更登録した。 

申 請 者 倉庫の種類 面積又は容積 変更登録年月日 備考 

株式会社岩谷運送 一類 2,239㎡ H21.4.20 規模の縮小 

山口県山口市 

 
 
◎一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更について、次のとおり認可した。 

○申請者：一畑バス株式会社 

運行の態様：路線定期運行 

路線 島根県出雲市多伎町大字小田９５先から 

島根県出雲市多伎町大字小田字井出上１９９の７先まで 

キロ程 ０．２１６ ｋｍ 

運行系統：田儀線 

認可年月日：H21.4.14 
備考：路線延長 

 

○申請者：防長交通株式会社 

運行の態様：路線定期運行 

路線 山口県山口市徳地引谷２３先から 

山口県山口市徳地引谷４０先まで 

キロ程 ０．２ ｋｍ 

運行系統：堀～西井開田～県庁前 

認可年月日：H21.4.14 
備考：路線延長 

 

中中国国運運輸輸広広報報  

許認可事項 

人が動く国土が躍動する 

 
 
 

 

国土交通省 
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○申請者：中国ジェイアールバス株式会社 

運行の態様：路線定期運行 

路線 山口県宇部市上町一丁目９番地先から 

山口県宇部市中央町２－５－１７番地先まで 

キロ程 ０．４ ｋｍ 

運行系統：山口～福岡線 

認可年月日：H21.4.17 
備考：路線延長 

 

○申請者：ジェイアール九州バス株式会社 

運行の態様：路線定期運行 

路線 山口県宇部市上町一丁目９番地先から 

山口県宇部市中央町２－５－１７番地先まで 

キロ程 ０．４ ｋｍ 

運行系統：福岡～山口線 

認可年月日：H21.4.17 
備考：路線延長 

 

○申請者：石見交通株式会社 

運行の態様：路線定期運行 

路線 広島県三次市西酒屋町１５９の１番地先から 

広島県三次市十日市中原１５９３の３番地先まで 

キロ程 ２．７ ｋｍ 

運行系統：津和野～東京線 

認可年月日：H21.4.20 
備考：路線延長 

 

 

◎一般乗用旅客自動車運送事業の経営について、次のとおり許可した。 

申請者の氏名 

又は名称 
営業区域 営業所の名称・位置 

営業所別 

配置車両数 
許可年月日 備 考 

久保田 龍泉 広島県 介護タクシーいずみ 

神石営業所 

広島県神石郡神石高原町 

高光２０３１番地１ 

１両 H21. 4.24 （業務の範囲） 

福祉輸送事業

限定 

 

 



 平成２１年４月２７日       中 国 運 輸 広 報          第１４７号  

                                        
中国運輸広報 （発行日毎月５日、１５日、２５日 休日の場合はその翌日） 

 
  － 3 － 
 

 

◎一般貨物自動車運送事業の経営について、次のとおり許可した。 

中国自貨 申 請 者 主たる事務所 許可年月日 備考 

２０ 中国空瓶株式会社 岡山県岡山市中仙道３３５ H21.4.20 利用有 

２２ 
中国アサノテクノス 

株式会社 
広島県三次市吉舎町敷地１ H21.4.20 利用無 

２９ 
株式会社 

エスティーライン 
岡山県倉敷市松江２－９７－２ H21.4.21 利用有 

３１ 香北林業有限会社 岡山県苫田郡鏡野町小座１０９６－４ H21.4.21 利用無 

３３ 岡部 雄志 岡山県瀬戸内市長船町長船７８８－１ H21.4.21 利用有 

 

 

◎第一種利用運送事業及び貨物自動車運送事業者の利用運送について、次のとおり登録・認可した。 

申請者 主たる事務所 登録・認可日 備考 

河村 知成 広島県大竹市南栄２－１３－２８ H21.4.20 利用登録 

有限会社白髪産業 広島県東広島市志和町志和東２９１９ H21.4.20 変更認可 

 

 

◎事業（貨物自動車運送事業・利用運送事業）廃止の届出について、次のとおり受理した。 

事業者名 住  所 廃止年月日 備考 

福島冷凍運輸 

有限会社 
鳥取県境港市弥生町５９－１ H21.3.26 

一般 

（利用有） 

有限会社オオノ工業 広島県広島市佐伯区五日市町石内字沖田１０４６ H20.6.30 
一般 

（利用無） 

呉海運株式会社 広島県呉市宝町４－４５ H21.3.31 
一般 

（利用無） 
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公示第５号 

平成２１年４月１０日 

 

 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運送法第１５条の２第２

項及び道路運送法施行規則第１５条第の６の規定に基づき、下記のとおり公示する。 
 

１．届出事項の概要 

（１）事案番号：２１－１ 

（２）届出者：備北バス株式会社 

（３）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更届 

（４）届出年月日：平成２１年３月１６日  

（５）廃止予定日：平成２１年９月３０日（最終運行日） 

（６）廃止しようとする路線の概要 

   ○廃止路線 

①起点：岡山県真庭市北房町大字宮地１２０２番地先 

終点：岡山県真庭市北房町大字宮地１１８９番地先        キロ程： ０．１ｋｍ 

②起点：岡山県真庭市北房町大字宮地１１８９番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字栗原４９２番地先         キロ程： １．９ｋｍ 

③起点：岡山県真庭市落合町大字栗原４９２番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字栗原１４４０－３番地先      キロ程： １．６ｋｍ 

④起点：岡山県真庭市落合町大字栗原１４４０－３番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字鹿田１０６－３番地先       キロ程： １．６ｋｍ 

⑤起点：岡山県真庭市落合町大字鹿田１０６－３番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字鹿田２９８番地先         キロ程： ０．２ｋｍ 

⑥起点：岡山県真庭市落合町大字鹿田２９８番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字鹿田７４２－１番地先       キロ程： ０．７ｋｍ 

⑦起点：岡山県真庭市落合町大字鹿田７４２－１番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字垂水７２番地先          キロ程： ４．１ｋｍ 

⑧起点：岡山県真庭市落合町大字垂水７２番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字垂水１９０１－５番地先      キロ程： ０．３ｋｍ 

⑨起点：岡山県真庭市落合町大字垂水１９０１－５番地先 

終点：岡山県真庭市落合町大字西原２３８番地先         キロ程： ０．８ｋｍ 

  ○運行系統 

①呰部～水田～落合駅 （17.0ｋｍ 平日3.5回、土日祝 2.5回） 

公  示 
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②高梁駅～呰部～落合駅（40.9ｋｍ 平日3.5回、土日祝 2.5回） 

③水田下町～谷尻～呰部（起終点の変更）（5.7ｋｍ 平日1.0回、土日祝 0.5回） 

（７）廃止を必要とする理由 

利用人員がきわめて少なく、路線維持が困難なため。 

２．意見の聴取について 

本事案に関して利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、本日から１０日以内（郵送の場

合は消印が本日から１０日以内の日付）に、次の事項を記載した意見聴取申請書を中国運輸局又は最寄

りの運輸支局まで提出して下さい。 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 

氏名 

（２）事案番号及び事案の件名並びに路線名 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施日の１０日 

前までに別途通知する。 

 

 

公示第６号 

平成２１年４月１０日 

  

 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法第１５条の２第２

項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

 

１．届出事項の概要 

（１）事案番号：２１－２ 

（２）届出者： 神姫バス株式会社 

（３）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更（路線の一部休止）届 

（４）届出年月日：平成２１年３月１３日  

（５）休止予定日：平成２１年９月３０日（最終運行日） 

（６）休止しようとする路線の概要 

   ○休止路線 

①起点：岡山県津山市船頭町７３番地先 

終点：岡山県津山市山下６９番地先               キロ程： ３．２ｋｍ 

②起点：岡山県津山市河辺９１１－１地先 

終点：岡山県美作市入田２４７－１地先             キロ程：１３．７ｋｍ 

③起点：岡山県美作市湯郷１０６－２地先 

終点：岡山県美作市古町字飛石１６１２の１地先（大原）     キロ程：２９．８ｋｍ 
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④起点：岡山県美作市藤生１４－２番地先 

終点：岡山県美作市江見吉田９－１番地先            キロ程： ２．３ｋｍ 

⑤起点：岡山県津山市河辺９５２－１地先 

終点：岡山県美作市下町３５０番地先              キロ程：３４．４ｋｍ 

⑥起点：岡山県美作市古町１７６６－２地先 

終点：岡山県美作市後山６４１番地（後山）           キロ程： ８．２ｋｍ 

  ○運行系統 

①大原～湯郷温泉上～津山駅前（48.7ｋｍ 平日2.5回、土日祝1.5回）                 

②大原～ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ作東・湯郷温泉上～津山駅前（50.1ｋｍ 平日3.5回、土日祝2.5回） 

③後山～大原・真加部・北山～津山駅前（53.5ｋｍ 平日・土1.0回、日0回） 

④大原～真加部・北山～津山駅前（45.0ｋｍ 平日・土0.5回、日0回） 

⑤大原～真加部～津山駅前（41.0ｋｍ 平日・土0.5回、日0回） 

⑥大原中学校前～大原～後山（10.8ｋｍ 平日1.5回、土1.0回、日祝0回） 

⑦大原～吉田～後山（8.5ｋｍ 平日1.5回、土1.0回、日祝0回） 

（７）休止を必要とする理由 

輸送人員が年々減少し路線維持が困難な状況であるため 

２．意見の聴取について 

本事案に関して利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、本日から１０日以内（郵送の場

合は消印が本日から１０日以内の日付）に、次の事項を記載した意見聴取申請書を中国運輸局又は最寄

りの運輸支局まで提出して下さい。 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 

氏名 

（２）事案番号及び事案の件名並びに路線名 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施日の１０日 

前までに別途通知する。 

 

 

公示第１２号 

平成２１年４月２１日 

 

 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運送法第１５条の２第２

項及び道路運送法施行規則第１５条第の６の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

 

１．届出事項の概要 

（１）事案番号：２１－３ 
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（２）届出者：中鉄北部バス株式会社 

（３）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更届 

（４）届出年月日：平成２１年３月３１日  

（５）廃止予定日：平成２１年９月３０日（最終運行日） 

（６）廃止しようとする路線の概要 

   ○廃止路線 

①起点：岡山県真庭市蒜山上福田１１９３－２３地先 

終点：岡山県真庭市江川７６３先                キロ程：４５．８ｋｍ 

②起点：岡山県真庭市勝山４１２番地先 

終点：岡山県真庭郡新庄村梨瀬３９５１先            キロ程：２８．４ｋｍ 

③起点：岡山県真庭市久世２９３９－２先 

終点：岡山県真庭市中原３２４－２番地             キロ程： ３．２ｋｍ 

  ○運行系統 

①勝山～上福田～蒜山（46.3ｋｍ 平日2.0回、土日祝2.0回） 

②勝山～湯原～初和（27.3ｋｍ 平日2.5回、土日祝2.5回） 

③勝山～湯原～田羽根上（23.0ｋｍ 平日1.0回、土日祝0回） 

④勝山～荒井橋～見尾（9.6ｋｍ 平日0.5回、土日祝0回）  

⑤勝山～四季桜～新庄上（26.8ｋｍ 平日土4.0回、日祝3.0回） 

⑥新庄上～梨瀬（1.6ｋｍ 平日土2.0回、日祝0回） 

⑦勝山～目木～久世車庫（9.1ｋｍ 平日3.0回、土3.5回、日祝3.0回） 

⑧本郷～勝山大橋～四季桜（11.6ｋｍ 平日0.5回、土日祝0回） 

⑨勝山～荒田～四季桜（11.4ｋｍ 平日0.5回、土日祝0回） 

（７）廃止を必要とする理由 

利用人員がきわめて少なく、路線維持が困難なため。 

２．意見の聴取について 

本事案に関して利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、本日から１０日以内（郵送の場

合は消印が本日から１０日以内の日付）に、次の事項を記載した意見聴取申請書を中国運輸局又は最寄

りの運輸支局まで提出して下さい。 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 

氏名 

（２）事案番号及び事案の件名並びに路線名 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施日の１０日 

前までに別途通知する。 
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公示第１３号 

平成２１年４月２１日 

 

 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運送法第１５条の２第２

項及び道路運送法施行規則第１５条第の６の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

 

１．届出事項の概要 

（１）事案番号：２１－４ 

（２）届出者：両備ホールディングス株式会社 

（３）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画変更届 

（４）届出年月日：平成２１年３月３１日  

（５）廃止予定日：平成２１年９月３０日（最終運行日） 

（６）廃止しようとする路線の概要 

   ○廃止路線 

起点：岡山県岡山市箕島２４３５－２先 

終点：岡山県倉敷市羽島１９１－１先               キロ程： ５．７ｋｍ  

  ○運行系統 

天満屋～（汗入・早島）～倉敷駅前（往：21.4ｋｍ 復：21.1ｋｍ 平日2.0回、土日祝0.0回） 

（７）廃止を必要とする理由 

利用者の減少に歯止めがかからず、路線維持が困難なため。 

 

２．意見の聴取について 

本事案に関して利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、本日から１０日以内（郵送の場

合は消印が本日から１０日以内の日付）に、次の事項を記載した意見聴取申請書を中国運輸局又は最寄

りの運輸支局まで提出して下さい。 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の 

氏名 

（２）事案番号及び事案の件名並びに路線名 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施日の１０日前

までに別途通知する。 

 

 

 



 平成２１年４月２７日       中 国 運 輸 広 報          第１４７号  

                                        
中国運輸広報 （発行日毎月５日、１５日、２５日 休日の場合はその翌日） 
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◎一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請にかかるもの 

事案番号 申請年月日 申請者の氏名 
又は名称 適 用 地 域 適用しようとする 

運賃及び料金の内容 

21- 15 

 

平成21年4月8日 

 

小林タクシー 

小林 洋子 

 

広島県のうち広島県Ａ地区（広

島市（平成１７年４月２５日編

入の旧佐伯郡湯来町の区域を

除く。）、廿日市市（平成１５年

３月１日編入の旧佐伯郡佐伯

町、吉和村及び平成 １７年１

１月３日編入の旧佐伯郡大野

町、宮島町の区域を除く。）並

びに安芸郡海田町、府中町、熊

野町及び坂町の区域）の区域 

 

 

主催旅行割引 

最大５割引 
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